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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容積式ポンプとしてデザインされた少なくとも１つのポンプと、前記ポンプの動作を制
御する少なくとも１つの制御ユニットとを備えた流体給送装置、好ましくは医療用流体給
送装置であって、
　前記ポンプは、所望の給送量を排出するため、第１の動作状態での１回の吸引ストロー
クの間に前記所望の給送量を上回る量を吸引し、前記吸引量よりも少ない部分量の形態で
複数の部分給送ストロークを実行することにより前記吸引量を分割して排出するように、
前記制御ユニットによって作動され得、
　前記ポンプは、前記１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量が部分量に分割され
ない第２の動作状態で作動され得、
　前記ポンプは、前記制御ユニットによる動作状態の選択が前記所望の給送量に依存する
ように、前記制御ユニットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記ポンプは、ダイアフラムポンプ又はピストンポンプであることを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置であって、
　前記ポンプは、前記１回の吸引ストロークの間に吸引される前記所望の給送量を上回る
吸引量が前記ポンプの１ストロークあたりの最大給送量の０．５から１．０倍の範囲内に
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あるように、前記制御ユニットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項４】
　前記請求項のいずれか１つに記載の装置であって、
　前記ポンプは、前記１回の吸引ストロークの間に吸引される前記所望の給送量を上回る
吸引量が前記ポンプの１ストロークあたりの最大給送量に相当するように、前記制御ユニ
ットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項５】
　前記請求項のいずれか１つに記載の装置であって、
　前記ポンプは、前記排出される部分量が同量又はほぼ同量となるように、前記制御ユニ
ットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項６】
　前記請求項のいずれか１つに記載の装置であって、
　前記１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量の前記排出される部分量に対する比
率は、約１０：１以下であることを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の装置であって、
　前記ポンプは、前記所望の給送量が比較的少ない場合に第１の動作状態が選択され、前
記所望の給送量が比較的多い場合に前記第２の動作状態が選択されるように、前記制御ユ
ニットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、
　前記ポンプは、前記第１の動作状態が、所望の給送量が前記ポンプの１ストロークあた
りの最大給送量の２分の１、３分の１又は４分の１以下であるときに選択されるように、
前記制御ユニットによって作動され得ることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つに記載の装置の、透析液調製用濃縮液を給送するための使
用。
【請求項１０】
　請求項９に記載の使用であって、
　前記透析液は透析器で調製され、前記装置は前記透析器の一部であることを特徴とする
使用。
【請求項１１】
　請求項９に記載の使用であって、
　前記装置は前記透析器の一部ではなく、
　前記濃縮液又は前記濃縮液で作られた透析液は、前記装置によって前記透析器へと給送
されることを特徴とする使用。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれか１つに記載の装置を備えた透析器。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の透析器であって、
　前記透析器は、透析液調製用濃縮液を受け入れる濃縮液容器を有し、
　前記装置のポンプは、吸引側で前記濃縮液容器に連結されていることを特徴とする透析
器。
【請求項１４】
　流体が容積式ポンプとしてデザインされたポンプによって給送される流体給送方法、好
ましくは医療用流体給送方法であって、
　前記ポンプは、所望の給送量を排出するため、第１の動作状態での１回の吸引ストロー
クの間に前記所望の給送量を上回る量を吸引し、前記吸引量よりも少ない部分量の形態で
複数の部分給送ストロークを実行することにより前記吸引量を分割して排出し、
　前記ポンプは、第２の動作状態において、前記１回の吸引ストロークの間に吸引される
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吸引量を１回の給送ストロークで排出し、
　前記ポンプの動作状態は、前記所望の給送量に応じて選択されることを特徴とする方法
。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記１回の吸引ストロークの間に吸引される前記所望の給送量を上回る吸引量は、前記
ポンプの１ストロークあたりの最大給送量の０．５から１．０倍の範囲内にあることを特
徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の方法であって、
　前記１回の吸引ストロークの間に吸引される前記所望の給送量を上回る吸引量は、前記
ポンプの１ストロークあたりの最大給送量に相当していることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１４～１６のいずれか１つに記載の方法であって、
　前記排出される部分量は、同量又はほぼ同量であることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１４～１７のいずれか１つに記載の方法であって、
　前記１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量の前記排出される部分量に対する比
率が、約１０：１以下であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１４から１８のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記ポンプは、前記所望の給送量が比較的少ない場合は前記第１の動作状態で作動され
、前記所望の給送量が比較的多い場合は前記第２の動作状態で作動されることを特徴とす
る方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記ポンプは、前記所望の給送量が前記ポンプの１ストロークあたりの最大給送量の２
分の１、３分の１又は４分の１以下になる場合、前記第１の動作状態で作動されることを
特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容積式ポンプ(displacement pump)としてデザインされた少なくとも１つの
ポンプと、ポンプの動作を制御する少なくとも１つの制御ユニットとを備えた流体給送装
置、好ましくは医療用流体給送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　容積式ポンプの使用は、医工学分野を例とする種々の応用分野にて公知である。たとえ
ば、透析液が容積式ポンプを用いて調製される透析器が公知である。このような透析器に
おいて、透析液は、超純水（ＲＯ水）並びに必要な電解質及び他の成分を含む１種類以上
の濃縮液から調製される。この超純水及び濃縮液は、適切な比率で混合される。超純水と
濃縮液とを混合する比率は、たとえば、３４：１又は４４：１であり得る。当然、その他
の比率も考えられる。
【０００３】
　濃縮液は、通常、規定の拍出量で動作するダイアフラムポンプによって給送される。濃
縮液を給送するダイアフラムポンプを備えた透析器が、特許文献１により公知である。こ
の文献にて公知の装置において、超純水は、減圧弁を通過したあと濃縮液と混合される。
濃縮液の給送がバランス装置の動作と同期して行われることによって、ポンプは、バラン
ス装置の１サイクルにつき１サイクル分又は規定数サイクル分の動作を行う。
【０００４】
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　従来技術の透析器において透析液は、通常、個別の分量で、すなわち、いわゆるバッチ
式で調製される。給送される濃縮液の量は一定ではなく、濃縮液ごとに、又は行おうとす
る治療ごとに変動し得る。そのために、さまざまな濃縮液を用いる場合、これらの濃縮液
は常に同量で給送される必要はなく、給送量はそれぞれに著しく異なり得るといった事例
が生じる。たとえば、バッチ量が３０ｍｌのとき、給送量の範囲は２００μｌから２２０
０μｌにまで及ぶことが考えられる。
【０００５】
　容積式ポンプには、給送精度が給送量に左右されるという問題点がある。特に高い精度
が得られるのは、１バッチに対する１ストロークが、１ストロークあたりの最大可能給送
量に相当する給送量又は少なくともこれとほぼ同量の給送量で行われる場合である。
【０００６】
　図２の縦断面図に、従来技術により公知のダイアフラムポンプの一例を示す。このポン
プは、ダイアフラム１０を有する。ダイアフラム１０は一方の側にポンプの給送空間を規
定し、ダイアフラム１０が動くことによって流体が給送される。ステッパーモータを備え
た偏心駆動部２０が、ダイアフラム１０を動かす。連結ロッド２２が、ダイアフラム１０
に連結し、偏心駆動部２０の動きをダイアフラム１０の動きへと転換する。参照番号３０
は、ポンプケーシングを示す。このポンプケーシングは、駆動部ケーシングと、この駆動
部ケーシングにねじで固定されたポンプヘッドとから構成されている。このポンプヘッド
はまた、給送空間への注液及び給送空間からの排液を制御する複数の弁を有している。図
２において、参照番号４０がこれらの弁のうちの１つを示している。
【０００７】
　図１は、図２によるポンプのポンプ特性を示す。ここに示された形態では、ポンプは、
１ストロークあたり最大約１２００μｌを給送可能であるような寸法を有する。このポン
プにおいては、ポンプを個別に較正することにより、約６００μｌの給送量を基準とする
１％の必要精度が容易に実現可能となる。しかしながら、精度に関して、２００μｌから
６００μｌの下方範囲がより多くの問題をはらんでいることがわかる。特に２００μｌか
ら３００μｌの範囲は、乾燥濃縮物を使用する上で重要となる。この範囲における精度は
、入力圧力及び出力圧力並びに既存のタイムドリフトに依存するため、より高い精度で較
正を行ったとしても達成され得ない。
【０００８】
　この結果、特に給送量が少ない場合、要求された精度を確保するために特別なポンプが
必要になるという問題が生じる。このことは、装置に係るコストを比較的高いものにして
しまうというデメリットを含み得る。
【０００９】
　複数の濃縮液ポンプを備えた透析器が、たとえば、特許文献２により公知である。これ
らの濃縮液ポンプのうちの１つには、基礎透析液の提供が意図されており、そのイオン濃
度は、治療に欠かせないものである。第２の濃縮液ポンプが、透析液のイオン濃度が患者
によって異なり得る個々の要件に適合するように機能する。
【００１０】
　容器から混合ポイントへと濃縮液を給送する透析器の容積式ポンプが、特許文献３によ
り公知である。容器内の液位が特定の液位を下回るとすぐに、同じ構造を有する給送ポン
プが、その特定の液位を超えるように容器内へと濃縮液を注液する。このようにして、容
器から排液するポンプの動作時は、前記の液位が特定の液位を下回ったときに生成される
信号が常に発信される状態が確保され、この信号は、容器内に注液するポンプを作動させ
る。
【特許文献１】独国特許出願公開第２８３８４１４号(DE 28 38 414)
【特許文献２】欧州特許出願公開第１６０２７２号(EP 160 272)
【特許文献３】国際公開第９９／３０７５６号(WO 99/30756)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明の目的は、装置に係るコストを抑えつつ、少ない給送量でも流体を正確に配量す
ることができるように上述の装置を発展させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、請求項１の特徴を備えた装置によって達成される。これによるとポンプは
、所望の給送量を排出するため、第１の動作状態での１回の吸引ストロークの間に所望の
給送量を上回る量を吸引し、その吸引量よりも少ない部分量の形態で部分給送ストローク
を実行することにより前記吸引量を排出するように、制御ユニットによって作動され得る
。したがって、本発明の本質は、特定量を給送するために１回の吸引ストロークで該給送
量よりも多くの量が吸引されるという点にある。この量は、吸引後に吸引口の弁を閉じる
ことによって制御されることが好ましい。吸引量が比較的多いため、高い精度が得られる
。吸引ストロークが完了すると、吸引量は分割して排出される。このとき部分量は、所望
の給送量に少なくとも概ね相当していることが好ましい。
【００１３】
　部分量のシステム上の違いは、ポンプのソフトウェアによって修正され得る可能性があ
る。部分量の精度を高めるため、さらなる較正もまた想定され得る。
【００１４】
　本発明の本質的利点は、部分量が、平均して高精度で所望の給送量に近づけられている
こと、又は理想的ケースでは、所望の給送量に相当していることである。
【００１５】
　本発明のさらなる利点は、下位請求項の主題として記載されている。
【００１６】
　ポンプには、ダイアフラムポンプ又はピストンポンプ等の任意の種類の容積式ポンプが
使用可能である。
【００１７】
　特に好適には、１回の吸引ストロークの間に吸引される、所望の給送量を上回る吸引量
がポンプの１ストロークあたりの最大給送量の０．５から１．０倍の範囲内にあるように
、このポンプが制御ユニットによって作動され得る。上述のとおり、最大給送量とほぼ同
量が吸引される場合に、特に高い精度が得られる。したがって、本発明のさらなる局面で
は、１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量が所望の給送量を上回り、少なくとも
概ねポンプの最大給送量に相当するように、このポンプが制御ユニットによって作動され
得るものと規定される。
【００１８】
　部分量が同量又はほぼ同量で提供されると、たとえば、ポンプを透析液調製用濃縮液の
給送に用いる場合と同様に、排出される部分量が同量又はほぼ同量になるように、このポ
ンプが制御ユニットによって作動され得ると規定され得る。
【００１９】
　１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量の、１回の部分ストロークの間に排出さ
れる部分量に対する比率は、任意である。ある局面において、排出量に対する吸引量の比
率は１０：１以下と規定される。したがって、たとえば、部分量が吸引量の２分の１又は
３分の１になること、すなわち、次の吸引ストロークが行われる前に２回又は３回の部分
給送ストロークがなされることが考えられる。
【００２０】
　本発明の一実施形態では、本発明による装置は、第１の動作状態で常に作動される。こ
の第１の動作状態において、１回の吸引ストロークの間に吸引される吸引量は複数の部分
量へと分割される。さらに、ポンプが第２の動作状態で作動され得る本発明の一局面が考
えられる。この第２の動作状態において、吸引量は部分量へと分割されず、１回の吸引ス
トロークの間に吸引される吸引量は１回の給送ストロークで排出される。
【００２１】
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　ポンプは、制御ユニットによる動作状態の選択が所望の給送量に依存するように制御ユ
ニットによって作動され得ると規定され得る。
【００２２】
　上述のように、特に給送量が比較的少ない場合に、給送精度が低下し得る。そのため、
本発明のさらなる局面の本質は、所望の給送量が比較的少ない場合に第１の動作状態が選
択され、所望の給送量が比較的多い場合に第２の動作状態が選択されるように、制御ユニ
ットがポンプを作動し得るということにある。この第２の動作状態での吸引量は、１回の
給送ストロークで排出される。
【００２３】
　ポンプは、所望の給送量がポンプの１ストロークあたりの最大給送量の２分の１、３分
の１又は４分の１以下の場合に第１の動作状態が選択されるよう、制御ユニットによって
作動され得ることが考えられる。
【００２４】
　さらに、本発明は、請求項１～１０のいずれか１つに記載の装置の、透析液調製用濃縮
液のための使用に関する。
【００２５】
　透析液が透析器で調製され、本発明による装置は透析器の一部であることが考えられる
。あるいは、装置が透析器の一部ではなく、濃縮液又は濃縮液で作られた透析液は、装置
によって透析器へと給送されることが考えられる。
【００２６】
　さらに、本発明は、請求項１～１０のいずれか１つに記載の装置を備えた透析器に関す
る。上述のように、本発明による装置は、特に、バッチモードが少なくとも１つの動作状
態で採用される場合に使用される。通常、上記装置が透析器内で使用される場合、各バッ
チが正確な配量を含んでいることが重要でなくなるという利点がある。ＲＯ水と濃縮液と
の混合ポイントから透析器までに、たとえば、混合室、バランス室、無菌フィルタ等のさ
らなるパーツ及び透析器自体が存在し、それらの容量内で個々のバッチが混合され得る。
さらに、軽微な伝導率変動が許容され得る。当面のケースと同様に、平均して所与の数（
たとえば、４つ）のバッチに亘って正確な配量が確実に得られるようにすることが重要で
ある。
【００２７】
　本発明による透析器は、透析液調製用濃縮液を受け入れる濃縮液容器を有し得る。この
とき、装置の容積式ポンプが吸引側で濃縮液容器に連結されている。圧力側には、給送さ
れる濃縮液が超純水と混合される混合ポイントが配されていることが好ましい。
【００２８】
　さらに、本発明は、流体が容積式ポンプとしてデザインされたポンプによって給送され
、このポンプが第１の動作状態での１回の吸引ストロークの間に所望の給送量を上回る量
を吸引し、その吸引量よりも少ない部分量の形態で複数の部分給送ストロークを実行する
ことにより吸引量を分割して排出することを特徴とする流体給送方法、好ましくは医療用
流体給送方法に関する。
【００２９】
　前記方法の好適な局面が、下位請求項の主題として記載されている。特に好適には、１
回の吸引ストロークの間に吸引され、所望の給送量を上回る吸引量が、ポンプの１ストロ
ークあたりの最大給送量に相当している、又はこの給送量とほぼ同量になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明のさらなる詳細及び利点を、図面に示す実施形態を参照しながら詳細に説明する
。
【００３１】
　図３は、１ストロークあたり１２００μｌを最大給送量とするダイアフラムポンプの誤
差特性を示す。図３の曲線は、所望の給送量（μｌ）を横軸として、所望の給送量からの
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給送量の偏差（μｌ）を示す。図中の直線は、所望の給送量からの１％の給送量偏差、す
なわち、上方偏差（＋１％）及び下方偏差（－１％）を示す。
【００３２】
　図３は、所望の給送量が多い場合に、所望値からの実際値偏差が比較的小さくなり、こ
れに伴って給送精度が満足したものになることを示す。
【００３３】
　さらに、図３は、特に６００μｌ未満の範囲で生じる不正確な給送を示す。ここで得ら
れる精度は、＋１％の誤差の直線の範囲内にある。
【００３４】
　所望の給送量が２００μｌ未満及び３００μｌ超の範囲では、吸引量は１回の給送スト
ロークで排出された。このことは、上述のポンプの第２の動作状態に相当している。２０
０μｌと３００μｌとの間の範囲では、ポンプは第１の動作状態で作動された。すなわち
、本発明による給送の原則は、この範囲に適用された。図３の「マルチボリューム」とい
う語は、上述の２００μｌと３００μｌとの間の範囲で所望の給送量を排出するために、
この値ではなく、より多くの量、たとえば、１２００μｌが１回の吸引ストロークで吸引
され、その後、複数の部分量の形態で排出されたことを示している。２００μｌと３００
μｌとの間の範囲で給送するために、４倍の量がそのつど吸引され、また、４つの部分量
として給送された。
【００３５】
　当然、３００μｌまでの範囲において、変動し得る数の部分量が給送量に依存しながら
給送されるような手順も考えられる。所望の給送量が２００μｌ以下の場合、１回の吸引
ストロークの間に所望の給送量の６倍が吸引され、その吸引量が６つの部分量の形態で排
出されることが考えられる。２０１μｌと２４０μｌとの間の範囲では、１回の吸引スト
ロークの間に所望の給送量の５倍が吸引され得、その吸引量は５つの部分量の形態で排出
され得る。２４１μｌと３００μｌとの間の範囲では、１回の吸引ストロークの間に所望
の給送量の４倍が吸引され得、その吸引量は４つの部分量の形態で排出され得る。
【００３６】
　このような場合分けは、３００μｌ超の範囲でも生じ得る。３０１μｌと４００μｌと
の間の範囲では３倍の量が、４０１μｌと６００μｌとの間の範囲では２倍の量が吸引さ
れ、それぞれ３つ又は２つの部分量の形態で排出されることが考えられる。６０１μｌ以
上の場合、吸引量が所望の給送量に相当し得、この吸引量が１回の給送ストロークで排出
され得る。
【００３７】
　当然、３０１μｌ以上の場合、吸引量が所望の給送量に相当し、この吸引量が１回の給
送ストロークで排出されることも考えられる。
【００３８】
　２００μｌと３００μｌとの間の「マルチボリューム範囲」では、吸引量が比較的多い
ため優れた給送精度が得られるということが、図３にて、縦軸に示された実際値と所望値
との間の偏差が非常に小さいという事実によって見て取れる。これにより、単数のポンプ
によってさまざまな量及びさまざまな濃縮液の給送がなされ得ると共に、所望の給送範囲
全体について非常に良い精度が達成され得るという利点が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ダイアフラムポンプのポンプ特性（給送量対工程数）を示す図である。
【図２】ダイアフラムポンプの断面図である。
【図３】２００μｌと３００μｌとの間の範囲で本発明を用いることによって生じる誤差
特性を示す図である。
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